
様式３（共通）
【今回公表する各数値について，各研究科においてどのように評価し，今後どのようにその結果への対応を図る予定かといった分析や解説】

様式３

◎学位論文審査基準
博士学位論文は，新規性，独創性と十分な学術的価値を持つ，歯科医学における自著の論文であって，主要部分が国際的な記述雑誌等に記載されているか，
あるいは受理される水準でなければならない。

◎審査実施方法
審査委員会は，大学院分科委員会委員３名以上を含む審査員で構成されるものとする。審査員による審査の後，最終審査は，大学院分科委員会委員に対して
口述審査を行う。


